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1.学校施設長寿命化計画の背景・目的等 

1.1.背景 

全国の自治体では、過去に建設された公共施設等がこれから大量に大規模改修や建て替えの時

期を迎えることが懸念され、人口減少により公共施設等の需要が変化することが想定されていま

す。そこで、総務大臣より各自治体に対し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するた

めの計画（公共施設等総合管理計画）の策定に取り組むよう、通知が発出されました。 

阿見町においても、1970 年代から 1980 年代における急激な人口増加に伴い、公共施設の建

設、道路や上下水道などのインフラ整備が行われ、今後、建物の大規模改修や建て替え、舗装や

配水管等の更新が必要となってくることが予測されます。 

これらの課題を解決するためには、町の公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって、

更新・統廃合・長寿命化を計画的に行い、財政負担の軽減・平準化を図らなくてはなりません。

そこで、町の公共施設等の計画的な管理及び最適な配置に関する基本的な方針を定めるため、

2017 年 3 月に「阿見町公共施設等総合管理計画」が策定されました。 

公共施設等総合管理計画の策定後は、公共施設等の改修及び更新について具体的な管理計画（個

別施設計画）を策定するものとされており、本計画は学校施設に関しての具体的な計画として位

置付けられるものです。 

 

1.2.目的 

学校施設を所管する文部科学省は、全国の教育委員会に対して、「文部科学省インフラ長寿命化

計画（行動計画）」（2015 年 3 月策定）に基づく学校施設の長寿命化に向けた個別施設計画を、

2020 年度中に策定するよう求めており、「阿見町学校施設長寿命化計画」（以下、「本計画」）は、

この計画に該当するものです。 

児童生徒のみならず、全ての住民が利用する上で求められる安全性・機能性・快適性を備える

施設であり続けるよう、施設整備にかかる財政負担の縮減や平準化を図り、中長期的な改修の実

施時期や規模等を定める長寿命化方針を明らかにするものです。 

 

【「学校施設の長寿命化」の意義】 

学校施設の長寿命化は、施設の耐用年数の延伸、工事費用の縮減や工期短縮、構造躯体

の再利用による廃棄物排出量や二酸化炭素発生量の発生抑制等を実現する。 

同時に、多様な学習内容・学習形態に対応する教育環境の質的向上の確保と、社会的要

請に応じた整備（省エネルギー化、再生可能エネルギーの活用、防災機能の強化、木材の

活用、バリアフリー化等）を実現するものである。 

（文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）「総論」の一部を要約） 
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1.3.計画の位置付け 

本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」、「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」

に定められた地方公共団体で策定する「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」に該当しま

す。 

本町においては、町の長期ビジョンを示した「阿見町第６次総合計画（後期基本計画）」（計画

期間：2019 年度～2023 年度）の下位計画である「阿見町公共施設等総合管理計画」（計画期

間：2017 年度～2056 年度）の個別計画のひとつであり、学校施設の長寿命化計画に位置付け

ます。また、本計画策定にあたり、「阿見町教育振興基本計画後期基本計画」及び関連する諸計画

との整合を図っています。 

 

図表 本計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.計画期間 

計画期間は、公共施設等総合管理計画と連動するため、2020 年度から概ね 40 年間を見通す

ものとします。 

なお、公共施設等総合管理計画の見直しに伴い、社会情勢や教育環境の変化等への対応が必要

とする場合は本計画も必要に応じて見直すものとします。 

  

●国（関係省庁連絡会議） 

インフラ長寿命化基本計画（2013 年 11 月） 

●文部科学省 

・公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引

（少子化対応の手引）（2015年1月） 

・インフラ長寿命化計画（行動計画）（2015年3月） 

・学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（2015年4月） 

・学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（2017年3月） 

阿見町第６次総合計画（後期基本計画） 

 

阿見町 

阿見町公共施設等総合管理計画 

阿見町学校施設長寿命化計画 

阿見町教育振興基本計画後期基本計画 

財政計画、関連計画 等 
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1.5.主な関連計画等の概要 

① 国 

ア．インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議 

日本再興戦略（2013 年 6 月 14 日閣議決定）で示した 2030 年のあるべき姿のひとつ

「安全で強靱なインフラが低コストで実現されている社会」の実現に向け、インフラ老朽化対

策の推進に関する関係省庁連絡会議を設置し、「インフラ長寿命化基本計画」を 2013 年 11

月に策定しました。 

この基本計画に基づき、関係府省庁、自治体レベルの全分野にわたり、インフラ長寿命化

計画（行動計画）の策定が進められています。 

 

図表 「インフラ長寿命化基本計画」の概要 

目指すべき姿 

○安全で強靱なインフラシステムの構築 

メンテナンス技術の基盤強化、新技術の開発・導入を通じ、厳しい地形、多様な

気象条件、度重なる大規模災害等の脆弱性に対応 

○総合的・一体的なインフラマネジメントの実現 

人材の確保も含めた包括的なインフラマネジメントにより、インフラ機能を適正

化・維持し、効率的に持続可能で活力ある未来を実現 

○メンテナンス産業によるインフラビジネスの競争力強化 

今後のインフラビジネスの柱となるメンテナンス産業で、世界のフロントランナ

ーの地位を獲得 

計画の策定内容 

○インフラ長寿命化計画（行動計画） 

計画的な点検や修繕等の取組を実施する必要性が認められる全てのインフラでメ

ンテナンスサイクルを構築・継続・発展させるための取組の方針 

（対象施設の現状と課題／維持管理・更新コストの見通し／必要施策に係る取組の

方向性等） 

○個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画） 

施設毎のメンテナンスサイクルの実施計画 

（対策の優先順位の考え方／個別施設の状態等／対策内容と時期／対策費用等） 

必
要
施
策
の
方
向
性 

点検・診断 定期的な点検による劣化・損傷の程度や原因の把握等 

修繕・更新 優先順位に基づく効率的かつ効果的な修繕・更新の実施等 

基準等の整備 施設の特性を踏まえたマニュアル等の整備新たな知見の反映等 

新技術の開発・

導入 
電子化された維持管理情報の収集・蓄積、予防的な対策等への利活用等 

指針・手引の策定 
ICT、センサー、ロボット、非破壊検査、補修・補強、新材料等に関する技術等の開発・

積極的な活用等 

予算管理 新技術の活用やインフラ機能の適正化による維持管理・更新コストの縮減平準化等 

体制の構築 

［国］技術等の支援体制の構築、資格・研修制度の充実 

［地方公共団体等］維持管理・更新部門への人員の適正配置、国の支援制度等の積極的

な活用 

［民間企業］入札契約制度の改善等 

法令等の整備 基準類の体系的な整備等 

資料：内閣官房「インフラ長寿命化基本計画（概要）」 
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イ．文部科学省「インフラ長寿命化計画（行動計画）」 

学校施設を所管する文部科学省は、国の「インフラ長寿命化基本計画」（2013 年 11 月）

に基づき、「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を 2015 年 3 月に策定しまし

た。 

この計画に基づき、全国の教育委員会に対して、2020 年度までに学校施設の長寿命化に

向けた個別施設計画の策定を求めており、それを促すため、計画策定の手引等を順次提供し

ています。 

 

図表 「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」の概要 

計画の範囲 
維持管理等に関する公財政支出があり、多数の国民を受け入れる施設（国公

立学校施設、公立社会教育施設、施設運営型独立行政法人、庁舎等） 

計画期間 2014 年度～2020 年度の 7年間 

目指すべき姿 

○各設置者における「メンテナンスサイクル」（①定期的な点検・診断、②計

画策定、③計画に基づく対策の実施）の構築 

○これまでの改築中心から長寿命化への転換による、中長期的な維持管理等

に係るトータルコストの縮減 

○行動計画・個別施設計画の策定を通じた予算の平準化 

取
組
の
方
向
性 

点検・診断の着実な実施 地域差のない点検の着実な実施を要請、点検実施の手引を作成・提供 

個別施設計画の策定 個別施設計画策定の手引の作成・提供等により各設置者の取組を促進 

対策の着実な実施 個別施設計画に基づく着実な取組を促進 

予算管理 トータルコスト縮減・予算の平準化の促進、必要な予算の安定的な確保 

指針・手引の策定 「点検・診断」「計画」「対策」の各段階に対応する指針・手引の整備・充実 

体制の構築 体制構築の重要性・手段等に関する周知、先駆的事例の普及啓発 

情報基盤の整備及び活

用 
施設に関する情報の蓄積・共有の有用性に関する普及啓発 

新技術の開発・導入 非破壊診断技術・新材料に関する研究開発、導入段階に至った新技術の周知 

出典：文部科学省「インフラ長寿命化計画（行動計画）」 
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② 阿見町 

ア．阿見町第６次総合計画（後期基本計画） 

本町は、2018年度を目標年次とする阿見町第6次総合計画（基本構想及び前期基本計画）

により町政運営を行ってきましたが、この間、少子化対策や子育て支援の重要性が指摘され

るようになるとともに、都市部への若年層の流出や地域コミュニティの高齢化などの課題が

顕在化するようになってきました。一方で、経済活動のグローバル化や訪日外国人客の誘致

が地域にもたらす影響も大きくなっており、産業や観光などの分野を中心として新たな視点

に基づく地域づくりが必要となってきました。 

このような状況を前提としながら、本町におけるまちづくりを進めていくため、2019 年

度を初年度とし、総合的かつ基本的な町政運営の方針となる「阿見町第 6 次総合計画（後期

基本計画）」が策定されました。 

 

図表 「阿見町第６次総合計画（後期基本計画）」の概要 

10 年後の 

町の姿 

人と自然が織りなす、輝くまち 

－豊かな自然環境と共存しながら 緩やかに発展し続ける職住のバランスのとれたまち－ 

計画期間 2019 年度～2023 年度の 5年間 

まちづくり

の基本目標 

1 人がつながるまちづくり→人と人との関係、町民と行政の関係を創り、育てるまちづくり 

2 人を育むまちづくり→生きがいのある暮らしと、人の成長を支えるまちづくり 

3 暮らしを支えるまちづくり→都市の整備と産業の振興によるまちづくり 

4 安全・安心のまちづくり→生命と財産を守り、良好な環境を次代に引き継ぐまちづくり 

学校施設に

係る 

基本方針等 

1 現状と課題 

●学校施設の老朽化が進んでおり、その機能を維持していくためには、計画的に修繕して

いく必要があります。 

●教育環境の向上を図るため、空調等が整備されていない学校施設について、計画的に整

備していく必要があります。 

●高齢者人口の増加、年少者人口の減少、世帯人員の減少や核家族化・共働き家庭の増加、

人口構造の変化に伴う様々な状況を踏まえ、小中学校の適正規模、適正配置の検討が必要

です。 

↓ 

2 今後の取組 

●学校の環境整備や設備の充実を図ります。 

●計画的に冷暖房・給排水設備等改修及び外壁屋上防水工事等の整備を進めます。 

●適切な維持管理・保守点検・修繕を行い、快適な環境を提供します。 

指標名 現況（2017 年度） 目標（2023 年度） 

大規模改修工事実施校数 4校 7 校 

小中学校冷暖房等設置率 65.9% 100.0% 

学校施設長寿命化計画策定 － 策定済 

 

 

2019 年 3月策定 
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イ．阿見町公共施設等総合管理計画 

「阿見町公共施設等総合管理計画」は、町が所有する公共施設等について今後整備すべき施

設の選定とその方向性を示し、中長期的な施設の保全管理を進めるための計画です。 

 

図表 「阿見町公共施設等総合管理計画」の概要 

計画期間 2017年度から2056年度までの40年間 

対象施設 
町が所有する建物（庁舎、学校、公民館、廃棄物処理場等）のほか、道路・橋りょう等の土木

構造物、水道・下水道・農業集落排水に関する施設等 

公共施設等

の管理に関

する基本的

な方針等 

①コストの抑制と財源の確保 

•適正な使用料について再検討します。指定管理者制度の導入可能性を調査します。 

•予防保全の観点から改修を行い、突発的な工事を回避します。 

②計画的な保全による施設の長寿命化 

•施設の改修を計画的に行うことで長寿命化を図り、施設の耐用年数を延ばします。 

•点検、診断、劣化度調査を行い、適切な工事内容を精査します。 

③公共施設延床面積の適正化 

•2017年度以降の30年間で、町の公共施設の延床面積を20％削減します。 

 

学校施設の

管理に係る

方針等 

■現状 

・町立学校再編計画に基づき学校の再編及び新小学校の開校に向けて準備が進行しています。

今後の方針等に関しては、町立学校再編計画に基づき他校に統合する学校と、小中学校と

して存続する学校のそれぞれについて検討する必要があります。 

・小中学校の体育館については、地域防災計画において避難所として位置付けられているほ

か、町民のスポーツ、レクリエーションその他社会教育の振興を目的で町民が利用できる

よう開放しています。 

・旧耐震基準で建てられた校舎については、2016年度末時点で全て耐震化が完了しています。 

・外壁、給排水、トイレ等の老朽化がみられる施設もあり、エアコンの設置状況については施

設によってバラつきがみられます。 

 

■今後の方針 

・町立学校再編計画に基づき、学校の再編を進めます。 

・小中学校として存続する施設については、計画的な修繕・改修、予防保全を行うことで長寿

命化を図り、建物を長期的に活用していきます。 

・町立学校再編計画に基づく統合が行われた後においても、人口動態について常に注視し、

適正な配置に努めます。 

2017 年 3月策定 
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ウ．阿見町教育振興基本計画後期基本計画 

「阿見町教育振興基本計画」は、町の最上位計画である阿見町第６次総合計画等を踏まえ、

町における教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画と

して策定したものです。2013 年に「阿見町教育振興基本計画」を策定し、2018 年に前期

基本計画期間の終了に伴い、新たに「阿見町教育振興基本計画後期計画」を策定しました。 

 

図表 「阿見町教育振興基本計画後期基本計画」の概要 

基本理念 学びあい 支えあい 共に輝く人づくり 

計画期間 2018 年度～2022 年度の 5年間 

施策の概要 

（学校施設を抜粋） 

①学校施設の耐震化の推進（学校施設耐震化事業） 

・現在の耐震化率は 100％となっています。屋内運動場等の吊り天井の落下防止対

策については、2015 年度から取り組み、2018 年度までに完了を目指します。（2022

年度までに達成率 100%を目標） 

 

②学校施設の安全性強化（学校施設管理事業） 

・児童生徒が学校で安全に過ごせるよう、計画的な保守点検を行い、小・中学校の

各種施設の適正な維持管理に努めます。 

 

③学校の防災拠点としての機能充実（災害時用非常電源整備事業） 

・小・中学校に防災倉庫と防災井戸（阿見小以外）を整備するとともに、全中学校

に太陽電池と組み合わせた非常用電源を設置します。 

 

④学習効果を高める設備の更新（学校施設改修工事事業） 

・小・中学校の空調設備（2022 年度までに普通教室への達成率 100%を目標）、トイ

レ改修工事及びバリアフリーに配慮した多目的トイレを整備します。 

・小・中学校体育館の照明のＬＥＤ化を図ります。 

 

⑤小・中学校の教育環境と適正配置の検討（学校再編事業） 

・阿見町立学校再編計画に基づき、再編対象校の保護者、地域の方及び教職員と子

ども達のより良い教育環境について、意見交換を行います。 

・また、「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」（文部科学省）

を踏まえ、必要に応じて現行の再編計画の見直しを検討します。 

2018 年 3月策定 
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1.6.人口の推移と将来推計 

本町の人口の推移をみると、1955 年に人口 22,852 人の町として誕生して以来、1965 年

以降の住宅団地開発や土地区画整理事業などにより、1995 年までは急増し、その後も 2005 年

の 47,994 人まで微増傾向にありましたが、それ以降は横ばい傾向にあります。 

このような中、町では、2020 年３月に「第 2 期阿見町人口ビジョン」を策定し、人口の変化

が本町の将来に与える影響の考察を踏まえ、目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示して

います。 

また、阿見町第６次総合計画等において、安心して子育てができる環境整備などの少子化対策

とあわせて、多様な雇用の場の確保、町外からも人を呼び込むことのできる魅力ある宅地・住宅

の供給を図るなどを計画的に推進することにより、若者世代や子育て世代の定住を促進し、バラ

ンスの良い人口構成にしていくための取組を進め、将来的に「持続可能」なまちを目指し、この

ようなまちづくりを推進することにより、2023 年の人口見通しを 50,000 人としています。 

 

図表 阿見町の人口推計シミュレーションと目標値の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 2期阿見町人口ビジョン（2020 年 3月） 
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2.対象施設の状況 

2.1.対象施設 

本計画の対象施設は、小学校 7 校、中学校 3 校、教育相談センターの合計 11 施設であり、そ

のうち小中学校については、校舎、体育館（柔剣道場を含む）、校舎及び体育館に付属する 200

㎡を超える施設を対象とします。 

 

図表 劣化調査の対象とする建築物 

学校名 建物名 構造 階数 延床面積（㎡） 
建築年度 

築年数 
和暦 西暦 

阿見小学校 校舎 1 RC 3 3,880 S45 1970 49 

 校舎 2 RC 3 994 S50 1975 44 

 屋内運動場 S 2 1,300 S53 1978 41 

本郷小学校 校舎 1 RC 3 2,497 S50 1975 44 

 校舎 2 RC 3 1,032 S56 1981 38 

 校舎 3 RC 2 825 S56 1981 38 

 校舎 4 S 2 516 H25 2013 6 

 屋内運動場 S 1 782 S54 1979 40 

君原小学校 校舎 1 RC 3 2,056 S53 1978 41 

 屋内運動場 S 1 707 S56 1981 38 

舟島小学校 校舎 1 RC 2 1,115 S46 1971 48 

 校舎 2 RC 3 1,104 S54 1979 40 

 校舎 3 RC 2 1,962 H9 1997 22 

 屋内運動場 S 1 708 S52 1977 42 

阿見第一小学校 校舎 RC 3 5,229 S51 1976 43 

 屋内運動場 S 2 1,043 S51 1976 43 

阿見第二小学校 校舎 1 RC 3 2,122 S58 1983 36 

 校舎 2 RC 3 1,794 S58 1983 36 

 屋内運動場 S 1 1,019 S58 1983 36 

あさひ小学校 校舎 1 RC 2 7,809 H29 2017 2 

 屋内運動場 S 1 1,288 H29 2017 2 

阿見中学校 校舎 1 RC 3 4,512 S41 1966 53 

 屋内運動場 S 2 1,519 S44 1969 50 

 柔剣道場 S 1 617 S57 1982 37 

朝日中学校 校舎 1 RC 3 2,693 S55 1980 39 

 校舎 2 RC 3 1,720 S55 1980 39 

 校舎 3 S 2 1,225 H30 2018 1 

 屋内運動場 S 1 1,333 S55 1980 39 

竹来中学校 校舎 1 RC 3 2,842 S60 1985 34 

 校舎 2 RC 3 2,923 S60 1985 34 

 校舎 3 RC 3 1,613 H9 1997 22 

 屋内運動場 S 1 1,679 S60 1985 34 

教育相談センター 施設 S+W 1 239 H8 1996 23 
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2.2.対象施設の運営状況 

① 小学校 

本町においては、少子高齢化の進行により町全体の児童生徒数は減少傾向となっていますが、

人口増加地区では児童生徒数が急増している状況です。そこで、阿見町立学校再編検討委員会

を組織し検討を重ね、2015 年 3 月「阿見町立学校再編計画（以下、学校再編計画と称す）」

を策定しました。 

この計画に基づき、保護者、地域住民、学校、教育委員会が協議し合意形成を図りながら教

育環境の整備を進めています。その結果、2018 年度には、阿見小学校と吉原小学校が統合し

阿見小学校に、実穀小学校と本郷小学校が統合して本郷小学校となり、さらに、本郷小学校か

ら一部分離してあさひ小学校が開校しました。 

 

図表 児童数の推移 

 

資料：阿見町教育委員会（各年 5月 1日現在） 

 

図表 小学校別児童数・学級数 

施設 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 特別支援 合計 
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学
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数 

児

童
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学

級
数 
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童 
数 

学 

級 
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阿見小学校 84 3 83 3 74 2 83 3 97 3 71 2 9 3 501 19 

本郷小学校 76 3 58 2 59 2 49 2 57 2 39 1 20 4 358 16 

君原小学校 8 1 9 1 8 1 16 1 13 1 12 1 2 1 68 7 

舟島小学校 37 2 16 1 45 2 35 1 35 1 49 2 5 2 222 11 

阿見第一小学校 51 2 66 2 57 2 68 2 61 2 56 2 24 4 383 16 

阿見第二小学校 21 1 25 1 27 1 33 1 34 1 37 1 7 2 184 8 

あさひ小学校 130 4 130 4 101 3 131 4 124 4 114 4 32 5 762 28 

合計 407 16 387 14 371 13 415 14 421 14 378 13 99 21 2,478 105 

資料：阿見町教育委員会（令和元年 5月 1日現在） 
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② 中学校 

本町の中学校の学級数をみると、概ね１学年３～6 学級、学校全体では 14～16 学級を維持

しています。生徒数は、児童数と同様に町全体で概ね減少傾向となっていますが、どの学校も

ある程度の学校規模を維持しており、学校再編計画において、当面の間は、現在の中学校数を

維持する方針としています。 

 

図表 生徒数の推移 

 

資料：阿見町教育委員会（各年 5月 1日現在） 

 

図表 中学校別生徒数・学級数 

施設 1 年 2 年 3 年 特別支援 合計 
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生 
徒 
数 

学 
級 
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阿見中学校 119 4 122 4 127 4 15 3 383 15 

朝日中学校 123 4 104 3 104 3 21 4 352 14 

竹来中学校 144 5 132 4 154 5 24 4 454 18 

合計 386 13 358 11 385 12 60 11 1,189 47 

資料：阿見町教育委員会（令和元年 5月 1日現在） 
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2.3.対象施設の経過状況 

延床面積の建築年度区分ごとの構成をみると、旧耐震基準による 1981 年以前の建物が総延床

面積（6.3 万㎡）の 56%（3.5 万㎡）を占めていますが、全ての建物で耐震化が完了しました。 

しかし、第２次ベビーブーム期による児童生徒数の急増という当時の社会情勢に対応するため、

1970 年代を中心に多くの施設が整備されており、一般的に建物の大規模改修を行う目安とされ

る築 30 年以上経過した建物が目立ち、老朽化が進行しています。 

 

図表 年別整備状況 
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築20年以上 29棟（88%） 5.2万㎡（83%）

対象建物

33棟

6.3万㎡

（年度）

築30年以上 26棟（79%） 4.8万㎡（77%）

築30年以上

2.1万㎡(34%)
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3.学校施設の目指すべき姿 

阿見町の学校施設は、経過年数が 40 年を超えるものも多く、実際に一部の学校施設において

は屋上、外壁、内壁等においてひび割れや剥離等が進行しており、早急に安全性の確保を目指す

必要があります。 

また、学校施設整備には、「学校施設整備基本構想の在り方について（2013 年 3 月学校施設

の在り方に関する調査研究協力者会議）」において、安全性、快適性、学習活動への適応性、環境

への適応性、地域の拠点化等に配慮した整備が必要とされており、施設の長寿命化だけでなく、

多様な学習内容や形態に対応した高機能かつ多機能な環境整備が求められています。 

 

〇安全性の確保 
 

耐震補強工事を順次進めた結果、現在の耐震化率は 100％で屋内運動場等の吊り天井の落

下防止対策も終了しています。しかし、一部の建物においては、雨漏り等老朽化の甚だしい

ものもあり、早急に改善する必要があります。 

また、学校施設は、災害発生時に避難場所となる役割を担っており、施設自体の耐震性・

安全性に加え、避難場所として必要な機能・要素を備えておく必要があります。 

 

〇学習環境の充実 
 

昨今の教育内容の変化に伴い、多様な学習内容・形態やＩＣＴ化対応などの学習環境を確

保し、将来の教育・社会の変化に対応できる柔軟な計画が重要です。 

また、児童生徒の学習及び生活の場として、良好な学校生活環境を確保し、障害のある児

童生徒への配慮や防災性、防犯性等の安全性、更には、省エネ対応などの環境負荷の低減や

自然との共生等を考慮した施設環境を形成することが必要です。 

 

〇地域活動拠点としての機能充実 
 

児童生徒の学習の場であることを第一としながらも、学校施設は地域の拠点となる揚所で

あることから、地域に開かれた学校づくりを進めていくことが求められています。 

地域コミュニティや生涯学習の場としての地域連携機能等を強化する必要があります。 
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図表 学校施設の目指すべき姿の例 

１．安全性 

〇災害対策 

・地震に強い学校施設 

・津波・洪水に強い学校施設 

・防災機能を備えた学校施設 

〇防犯・事故対策 

・安全で安心な学校施設 

２．快適性 

〇快適な学習環境 

・学習能率の向上に資する快適な学校環境 

・児童生徒の学校への愛着や思い出につなが

り、また、地域の人々が誇りや愛着を持つこ

とができる学校 

〇教職員に配慮した環境 

・教職員に配慮した空間 

・教職員等の事務負担軽減などのための校務の

情報化に必要な ICT 環境 

３．学習活動への適応性 

〇主体性を養う空間の充実 

・子どもたちの自発的な学習や読書活動を促す

ための環境 

・子どもたちの教育等に対する興味関心を引

き、自ら学ぶ主体的な行動を促すための空間 

・子どもたちや保護者等が教員を訪れやすい空

間 

・社会性を身につけるための空間 

〇効果的・効率的な施設整備 

・習熟度別指導や少人数指導などの、きめ細か

い個に応じた指導を行うための空間 

・調べ学習や習熟度別学習、ティームティーチ

ングなどの多様な学習集団・学習形態を展開

するための空間 

・各教科等の授業の中での調べ学習や協働学

習、観察・実験のまとめや児童生徒の成果発

表などに活用して学習効果を高めるためのＩ

ＣＴ環境 

・各教科等の授業を充実させるための環境 

〇言語活動の充実 

・各教科等における発表・討論などの教育活動

を行うための空間 

・子どもたちの自発的な学習や読書活動を促

すための環境 

・各教科等の授業の中での調べ学習や協働学

習、観察・実験のまとめや児童生徒の成果発

表などに活用して学習効果を高めるための

ＩＣＴ環境 

３．学習活動への適応性（続き） 

〇理数教育の充実 

・充実した観察・実験を行うための環境 

〇運動環境の充実 

・充実した運動ができる環境 

〇伝統や文化に関する教育の充実 

・伝統や文化に関する教育を行うための環境 

〇外国語教育の充実 

・外国語活動等におけるジェスチャーゲームな

どの体を動かす活動や、ペアやグループでの

活動など、児童生徒が積極的にコミュニケー

ションを図ることができるような空間 

〇学校図書館の活用 

・子どもたちの自発的な学習や読書活動を促す

ための環境 

・調べ学習や習熟度別学習、ティームティーチ

ングなどの多様な学習集団・学習形態を展開

するための空間 

・各教科等の授業の中での調べ学習や協働学

習、観察・実験のまとめや児童生徒の成果発

表などに活用して学習効果を高めるための

ＩＣＴ環境 

・地域に開かれた学校とするための環境 

・地域の生涯学習の拠点となる学校施設 

〇キャリア教育・進路指導の充実 

・充実したキャリア教育・進路指導を行うための

環境 

〇食育の充実 

・食育のための空間 

〇特別支援教育の推進 

・バリアフリーに配慮した環境 

・自閉症、情緒障害又はＡＤＨＤ等のある児童

生徒に配慮した学校施設 

〇環境教育の充実 

・地球環境問題への関心を高めるためのエコスク

ール 

４．環境への適応性 

・環境を考慮した学校施設（エコスクール） 

５．地域の拠点化 

・安全で安心な学校施設 

・バリアフリーに配慮した環境 

・地域に開かれた学校とするための環境 

・地域の生涯学習の拠点となる学校施設 

資料：文部科学省「学校施設整備基本構想の在り方について」（2013 年 3 月） 
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4.学校施設の実態 

4.1.調査の実施方法 

実態調査については、各建物の劣化状況調査票を作成し、劣化状況を把握します。 

具体的な調査の内容は、建物ごとの屋根・屋上、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備の５つの

部位について劣化状況調査を行い、屋根・屋上、外壁については、目視調査により雨漏りの状況

や、ひび割れなどの状況を調査し、内部仕上、電気設備、機械設備については、目視調査に加え、

過去に行った工事などの実施年度から経過年数を調査します。 

 

◆劣化状況調査票 

 

年度）

㎡ 地上 階 地下 階

1 屋根 □ アスファルト保護防水 □ 降雨時に雨漏りがある

屋上 □ アスファルト露出防水 □ 天井等に雨漏り痕がある

□ シート防水、塗膜防水 □ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板） □ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 勾配屋根（スレート、瓦類） □ 笠木・立上り等に損傷がある

□ その他の屋根 （ ） □ 樋やﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを目視点検できない

□ 既存点検等で指摘がある

2 外壁 □ 塗仕上げ □ 鉄筋が見えているところがある

□ タイル張り、石張り □ 外壁から漏水がある

□ 金属系パネル □ 塗装の剥がれ

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） □ タイルや石が剥がれている

□ その他の外壁 （ ） □ 大きな亀裂がある

□ アルミ製サッシ □ 窓・ドアの廻りで漏水がある

□ 鋼製サッシ □ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある

□ 断熱サッシ、省エネガラス □ 外部手すり等の錆・腐朽

□ 既存点検等で指摘がある

3 内部仕上 □ 老朽改修

（床・壁・天井） □ エコ改修

（内部建具） □ トイレ改修

（間仕切等） □ 法令適合

（照明器具） □ 校内ＬＡＮ

（エアコン）等 □ 空調設置

□ 障害児等対策

□ 防犯対策

□ 構造体の耐震対策

□ 非構造部材の耐震対策

□ その他、内部改修工事

４ 電気設備 □ 分電盤改修

□ 配線等の敷設工事

□ 昇降設備保守点検

□ その他、電気設備改修工事

５ 機械設備 □ 給水配管改修

□ 排水配管改修

□ 消防設備の点検

□ その他、機械設備改修工事

特記事項（改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載）

評価部位 修繕・点検項目 改修・点検年度 特記事項（改修内容及び点検等による指摘事項）

部位
仕様

（該当する項目にチェック）

工事履歴（部位の更新） 劣化状況
（複数回答可）

特記事項 評価
年度 工事内容 箇所数

通し番号

学校名 学校番号

棟番号 建築年度 明治33 年度（

調査日

建物名 記入者

構造種別 延床面積 階数

健全度

0
100点
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劣化状況の評価については、屋根・屋上、外壁は、改修後 10 年以内のものや汚れ程度で概ね

良好なものをＡ、部分的なひび割れや雨水排水不良などの劣化があるものをＢ、広範囲にひび割

れ、雨水排水不良などの劣化や内部に小規模な雨漏り痕があるものをＣ、広範囲に幅広のひび割

れや内部に複数の雨漏り痕があり、早急に対応する必要があるものをＤとして、４段階による評

価を行いました。内部仕上、電気設備、機械設備は、経過年数が 20 年未満のものをＡ、20 年

～40 年未満のものをＢ、40 年以上のものをＣ、経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場合

をＤとして４段階による評価を実施しました。 

４段階評価を行った上で、Ａを 100 点、Ｂを 75 点、Ｃを 40 点、Ｄを 10 点とし、100 点

満点で数値化した健全度という評価指標を算定します。健全度は数値が小さいほど劣化が進んで

いることを示しています。 

 

◆評価基準 

●目視による評価【屋根・屋上、外壁】 

 評価 基準 

良好 Ａ 概ね良好 

 Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし） 

 Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し） 

 

劣化 

 

Ｄ 早急に対応する必要がある 

（安全上、機能上、問題あり） 

（躯体の耐久性に影響を与えている） 

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等 

●経過年数による評価【内部仕上、電気設備、機械設備】 

 評価 基準 

良好 Ａ 20 年未満 

 Ｂ 20 年以上 40 年未満 

 Ｃ 40 年以上 

劣化 Ｄ 経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場合 

 

◆健全度の算定 

●部位の評価点       ●部位のコスト配分 

 

 

 

 

 

 

 

 

●健全度 

健全度＝総和（部位の評価点×コスト配分）÷６０ 

※100 点満点にするためにコスト配分の合計で割っています。  

部位 コスト配分 

屋根・屋上 5.1 

外壁 17.2 

内部仕上 22.4 

電気設備 8.0 

機械設備 7.3 

合計 60 

評価 評価点 

Ａ 100 

Ｂ 75 

Ｃ 40 

Ｄ 10 
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4.2.評価結果 

前述した評価基準に基づいた学校施設の評価結果を下表に示します。 

調査対象となる 33 施設のうち、劣化が進行していると判断した C 及び D 評価に着目すると、

屋根・屋上では C 評価が 9 施設で D 評価が 2 施設、外部仕上は C 評価が 1５施設で D 評価が

４施設、内部仕上は C 評価が 12 施設で D 評価が２施設、電気設備は C 評価が１０施設、機械

設備は C 評価が 8 施設となっています。 

これらの評価を総合的に評価した健全度において、その点数が低い施設が、施設の改修等の優

先順位が高いものとなりますが、施設部位ごとの劣化の進行状況にも着目して、適切な時期に修

繕を行っていくものとします。 

 

図表 健全度の判定結果 

劣化状況 

評価基準 

Ａ 概ね良好 

Ｂ 部分的に劣化 

Ｃ 広範囲に劣化 

Ｄ 早急に対応する必要がある 

 

学校名 建物名 築年数 

劣化状況評価結果 

屋根・ 

屋上 

外部 

仕上 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

健全度 

（100 点満点） 

阿見小学校 校舎 1 49 B C B A A 71 

 校舎 2 44 B B B A A 81 

 屋内運動場 41 C C C C C 40 

本郷小学校 校舎 1 44 B C C C C 43 

 校舎 2 38 A C B B B 67 

 校舎 3 38 C C B B B 62 

 校舎 4 6 A A A A A 100 

 屋内運動場 40 B B B B B 75 

君原小学校 校舎 1 41 C D C C C 31 

 屋内運動場 38 A B B B B 77 

舟島小学校 校舎 1 48 C C C C C 40 

 校舎 2 40 B C B B B 65 

 校舎 3 22 B B B B B 75 

 屋内運動場 42 B C B C C 56 

阿見第一小学校 校舎 43 C D C C C 31 

 屋内運動場 43 C C C C C 40 

阿見第二小学校 校舎 1 36 C C C A A 55 

 校舎 2 36 B C C A A 58 

 屋内運動場 36 C C C B B 49 

あさひ小学校 校舎 1 2 B A A A A 98 

 屋内運動場 2 A A A A A 100 
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学校名 建物名 築年数 

劣化状況評価結果 

屋根・ 

屋上 

外部 

仕上 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

健全度 

（100 点満点） 

阿見中学校 校舎 1 53 A A C A A 78 

 屋内運動場 50 C C C C C 40 

 柔剣道場 37 D C C B B 46 

朝日中学校 校舎 1 39 A D D C B 30 

 校舎 2 39 B D D C B 27 

 校舎 3 1 A A A A A 100 

 屋内運動場 39 B B B B B 75 

竹来中学校 校舎 1 34 A A B B B 84 

 校舎 2 34 A A B B B 84 

 校舎 3 22 A A B B B 84 

 屋内運動場 34 D C B B B 59 

教育相談センター 施設 23 B B B B B 75 
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5.維持・更新コストの試算 

5.1.施設関連経費の推移 

過去５年間の施設整備費と施設管理費等を合計した施設関連経費は、約 64.7 億円で、年間の

平均は約 12.9 億円/年となります。 

今後、施設整備に充てられる費用は、町全体の予算調整を行うなかで決定していくことになり

ますが、この 12.9 億円/年を後述する「5.2.従来型による今後の維持・更新コスト試算」におけ

る過去の施設関連経費として設定します。 

 

図表 施設関連経費の推移 

 

  

21,600 55,122

1,287,622

2,230,596

456,985
10,625 13,403

16,934

26,223

29,135

396,999 268,196 

454,534 

565,959 

395,042 

47,185 
57,923 

42,360 

46,563 

50,669 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2014 2015 2016 2017 2018

（千円）

施設整備費 その他施設整備費 維持修繕費 光熱水費・委託費

5年間の施設関連経費(12.9億円/年)
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5.2.従来型による今後の維持・更新コスト試算 

文部科学省の学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書付属ソフトを参考に、従来型の整備方

法（築 20 年で大規模改修、築 40 年で改築）による今後の維持・更新コストを試算すると、40

年間にかかる更新費用の総額は約 349 億円となり、1 年当たりに換算すると毎年 8.7 億円の更

新費用が必要となります。 

施設関連経費は、過去 5 年間の平均額が 12.9 億円であり、年間約 4.2 億円の充足となりま

す。 

 

 

図表 今後の維持・管理コスト（従来型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試算条件 

●工事費単価（仮設費除く） 

工種 周期 
単価 

校舎 体育館・武道場 その他 

改築 40 年 330,000 円/㎡ 

大規模改修 20 年 
82,500 円/㎡ 

（改築単価×25%） 

72,600 円/㎡ 

（改築単価×22%） 

82,500 円/㎡ 

（改築単価×25%） 

●改築：工事期間校舎 2 年、体育館・武道場・その他 1 年 

●大規模改修：工事期間 1 年 
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5.3.長寿命化による今後の維持・更新コスト試算 

文部科学省の学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書付属ソフトを参考に、長寿命化型（築

20 年・60 年で大規模改修、築 40 年で長寿命化改修、築 80 年で改築。長寿命化改修の国庫補

助が「今後 30 年以上使用する予定のもの」を要件としているため、改修後 30 年以上使用しな

い施設は、長寿命化改修の代わりに大規模改修を行う）による今後の維持・更新コストを試算す

ると、今後 40 年間の維持・更新コストは総額 307 億円（年平均 7.7 億円）となります。 

従来型と長寿命化を図った場合を比較すると、従来型が 349 億円であり、長寿命化型のほうが

42 億円少なくなります。 

 

図表 今後の維持・更新コスト（長寿命化型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試算条件 

●工事費単価（仮設費除く） 

工種 周期 
単価 

校舎 体育館・武道場 その他 

改築 80 年 330,000 円/㎡ 

長寿命化改修 40 年 
198,000 円/㎡ 

（改築単価×60%） 

大規模改修 20 年 
82,500 円/㎡ 

（改築単価×25%） 

72,600 円/㎡ 

（改築単価×22%） 

82,500 円/㎡ 

（改築単価×25%） 

●改築・長寿命化改修：工事期間校舎 2 年、体育館・武道場・その他 1 年 

●大規模改修：工事期間 1 年 
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6.保全に係る基準等の設定 

6.1.長寿命化の基本方針 

施設をできる限り長く使うためには、適切な維持管理を行っていくことが重要です。そのため、

従来のように老朽化による劣化・破損等の大規模な不具合が生じた後に修繕等を行う「事後保全」

型の管理から、計画的に施設の点検・修繕等を行い、不具合を未然に防止する「予防保全」型の

管理へと転換を図ります。 

「予防保全」を行うことにより、突発的な事故や費用発生を減少させることができ、施設の不具

合による被害のリスクを緩和することや、改修・日常的な維持管理の費用を平準化し、中長期的

なトータルコストを下げることが可能となります。 

 

図表 予防保全のサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画的に施設の点検・修繕等 

を行い、不具合を未然に防止 

 

 

 

 

 

予防保全 

施設に不具合があった際に修繕 
 

事後保全 
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6.2.目標耐用年数の設定 

学校施設の長寿命化の目標として、施設使用の計画期間である「目標耐用年数」を設定します。 

目標耐用年数は「建築物の耐久計画に関する考え方」（社団法人日本建築学会）が提案する算定

式や施設使用の限界年数の考え方と適切な維持管理が実施されることを前提に、学校施設の目標

耐用年数を次のように設定します。 

▼校舎及び屋内運動場については、いずれも鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、

あるいは重量鉄骨造に該当する建築物であり、耐久性の高低における高品質（Y100）と普

通品質（Y60）の間の概ね中間値を採用し 80 年とします。 

▼教育相談センターについては、軽量鉄骨造と木造による建築物であり、Y40 と Y60 の間の

概ね中間値を採用し 50 年とします。 

 

参考：建築物全体の望ましい目標耐用年数の級 

 
構造種別 

 
 
用途 

鉄筋コンクリート造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 

ブロック造 
レンガ造 

木造 
重量鉄骨 軽量鉄骨 

高品質 
の場合 

普通の品質
の場合 

高品質 
の場合 

普通の品質
の場合 

軽量鉄骨 

学校・官庁 Y100 以上 Y60 以上 Y100 以上 Y60 以上 Y40 以上 Y60 以上 Y60 以上 

住宅・事務所・病院 Y100 以上 Y60 以上 Y100 以上 Y60 以上 Y40 以上 Y60 以上 Y40 以上 

店舗・旅館・ホテル Y100 以上 Y60 以上 Y100 以上 Y60 以上 Y40 以上 Y60 以上 Y40 以上 

工場 Y40 以上 Y25 以上 Y40 以上 Y25 以上 Y25 以上 Y25 以上 Y25 以上 

※表における「高品質」、「普通の品質」の区別は、耐久性の高低を示す 

出典：日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」 

 

参考：目標耐用年数の級の区分の例 

級 
目標耐用年数 

代表値 範囲 下限値 

Ｙ150 150 年 120 年～200 年 120 年 

Ｙ100 100 年 80 年～120 年 80 年 

Ｙ60 60 年 50 年～80 年 50 年 

Ｙ40 40 年 30 年～50 年 30 年 

Ｙ25 25 年 20 年～30 年 20 年 

出典：日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」 

 

 

図表 建築物の望ましい目標耐用年数 

構造別の望ましい耐用年数 

鉄筋コンクリート造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 
軽量鉄骨造 

木造 

80 年 80 年 50 年 
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6.3.修繕・改修周期の設定 

建築物は、経年により劣化するとともに、耐震性能や省エネ性能等の社会的要求の高まりへの

対応も求められます。そこで、20 年周期で部位の更新時期に合わせた修繕を行うことを基本とし

ます。加えて躯体の目標耐用年数の中間年で、新築時の整備水準を超える長寿命化改修を行うこ

とで、建築物を使用している間、建築物に求められる性能が維持できる状態とします。 

なお、多くの施設が築 40 年目の長寿命化改修の実施時期に重なっており、一律に長寿命化改

修することが不経済になるケースもあります。このため、改修後 30 年以上使用しない施設は、

長寿命化改修の代わりに大規模改修を行い 80 年まで使用する前提で検討します。 

 

図表 修繕・改修・建て替えの標準イメージ（躯体が健全で 80 年まで使用できる場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

■中間年で大規模な修繕を行い、機能向上を図る。 

解体・ 

建て替え（改築） 

20 40 竣工 

経年による機能・性能の劣化 

機能回復 

（大規模改修） 

機能向上 
（長寿命化改修） 

機能回復 

（大規模改修） 

80 年 

長
寿
命
化
の
イ
メ
ー
ジ 

■劣化状況に応じた部位ごとの修繕・改修を行い 40～50 年程度で建て替える。 

建て替え（改築） 

20 40 竣工 

経年による機能・性能の劣化 

事後保全的な改修 

・屋上防水 
・外壁改修 
・電気設備改修 

・衛生設備改修 
・空調設備改修 等 

従
来 

築 40 年目 

長寿命化改修 

（原状回復・機能向上等） 

 

経年劣化による機能回復と、

社会的要求に対応するため

の機能向上を図る。 

 

・防水改修（断熱化） 

・外壁改修（断熱化） 

・内部改修 

・電気設備改修 

・照明設備改修 

・衛生設備改修 

・空調設備改修 

・バリアフリー改修 

・多様な学習内容、学習形態

への対応 等 

築 20 年目 

大規模改修 

（原状回復等） 

 

経年劣化により通常発生す

る損耗、機能低下に対する機

能回復を図る。 

 

・防水改修 

・外壁改修 

・衛生設備改修 

・空調設備改修 等 

 

築 60 年目 

大規模改修 

（原状回復等） 

 

経年劣化により通常発生す

る損耗、機能低下に対する機

能回復を図る。 

 

・防水改修 

・外壁改修 

・衛生設備改修 

・空調設備改修 等 
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7.学校施設整備の基本的な方針等 

7.1.将来の学校施設の在り方及び少子化に伴う施設の検討 

今後、少子化に伴う児童生徒数の減少だけでなく、町全体の人口高齢化が進む中で、教育施設

等をこれまでと同様の手法で整備していくことは次第に困難な状況となることが予測されます。 

今後は、教育施設の在り方や管理運用手法の仕組み等とコスト縮減により、住民ニーズを満た

すことのできる教育施設の確保に向けた取組を進めることが重要です。 

 

〇施設規模の縮減と汎用性・効率性の高い施設の整備 

本町の児童生徒数が減少傾向にあることを考慮し、建物の改築を行う際には、その時点にお

ける児童生徒数推計等を踏まえて、個々の施設機能を満たすために必要かつ適正な規模での在

り方を検討していきます。 

また、その後の児童生徒数が減少傾向となる情勢を考慮し、学校施設以外への用途転用や不

要部分の切り離し（減築）等が可能な柔軟性のある施設整備や、効率的な増改築方法等につい

ても、検討していきます。 

 

〇時代のニーズを取り入れた教育施設の適正配置 

多様な学習内容やＩＣＴ化対応などを考慮し、より良い教育環境の整備と教育の質的な向上

を図るため、教育施設等の適正規模及び適正配置の検討を行い、施設総量のさらなる縮減を図

っていきます。 

また、教育施設等の目標使用年数や改修時期、施設規模等も考慮して、適正配置を具体的に

検討することは、改修費用等の縮減も可能となることから、相互に連動する形で検討していき

ます。 

 

〇教育施設等の跡地や既存施設の活用 

適正配置の取組により生じた施設跡地や既存施設については、財源の確保や資産の有効活用

の観点から、売却・貸し付け等も含め総合的な観点から利活用方策を検討していきます。 
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7.2.施設の適正規模の検討 

学校再編計画において、望ましい学校規模の基本的な方針を以下のように定めており、今後も

その考え方を踏襲し、統廃合も含め、適正規模・配置を進めていくものとします。 

 

〇小学校の望ましい学校規模 

児童にとって，クラス替えを通じてさまざまな人間関係が生まれ、そこから多様な価値観・

学習意欲・よい意味でのライバル意識が芽生えるための環境整備が必要です。 

また、学校教育活動では、総合的な学習の時間等で課題別活動に幅を持たせること、体育的・

文化的学校行事において学級ごとに取り組めるなど、集団としての教育を考慮した教育活動を

実践していくことが重要です。 

さらに教員にとって、一つの学年に複数の学級があることは教員相互の研修が可能となるほ

か、適正な校務分掌を図ることが可能となります。  

これらを踏まえ，小学校における望ましい学校規模を次のとおりとします。 

 

 

 

 

参考：阿見町立学校再編計画（2015 年 3 月） 

 

〇中学校の望ましい学校規模 

中学校は教科担任制であることから、各教科に専門の教員を確保することが必要となります。 

同じ教科を担当する教員を複数配置することにより、多様な学習・指導形態がとりやすく、

指導方法の向上を図ることができます。 

これらを踏まえ、中学校における望ましい学校規模を次のとおりとします。 

 

 

 

 

参考：阿見町立学校再編計画（2015 年 3 月） 

 

7.3.将来の学校施設の検討 

学校再編計画において、前述した考え方等に基づき統廃合を検討した結果、中学校は現状維持

となりました。小学校については、阿見小学校と吉原小学校が統合し阿見小学校に、実穀小学校

と本郷小学校が統合して本郷小学校に、さらに、本郷小学校から一部分離してあさひ小学校が開

校することになり、これらは 2018 年度に完了しました。今後、君原小学校と阿見第二小学校を

隣接校に統合する計画になっています。地域からの要望を受け、君原小学校は 2020 年 4 月か

ら 6 年間小規模特認校とすることになり、阿見第二小学校は 2023 年 4 月に予定していた統合

時期を複式学級の編制などが生じるときまで延期することになりました。 

  

・一学年２学級以上（概ね一学年２～４学級） 

※学校全体では 12～24 学級 

・一学年３学級以上（概ね一学年３～６学級）  

※学校全体では９～18 学級 
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8.基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

8.1.改修等の整備水準 

本町の学校施設は建設後 30 年以上を経過した施設が多く、経過年数による建物の老朽化が進

行しており、外壁部材の落下や躯体強度の低下など安全面への対応が必要となっています。また、

建設当時は一般的な整備水準であった施設も、現代の教育制度で求められる ICT 化や省エネルギ

ー性、バリアフリー等の社会的要求への対応も難しくなっています。 

そのため、「6.保全に係る基準等の設定」等で示したように、これまでの改築中心の考え方か

ら、予防保全的な改修を行い施設の長寿命化を図る考え方に改め、老朽化した設備を現代の技術

水準で更新することで設備のグレードアップを図り、現代の社会的要求に対応できるよう、「安

全面」「機能面」「環境面」の 3 つの視点に基づき、施設改修を実施するものとします。 

 

図表 長寿命化において配慮すべき事項 

項目 概要 整備項目（例） 

安全面 部材の経年劣化による外壁・窓などの落下、

鉄筋の腐食やコンクリートの劣化による構造

体としての強度の低下、ガス・水道・電気の設

備配管等の劣化等、安全面の低下に配慮しま

す。 

また、災害発生時に避難場所となる役割を

担っており、施設自体の耐震性・安全性に加

え、避難場所として必要な機能確保にも配慮

します。 

・外壁塗装、屋上防水、外部建具改修 

・天井の落下防止対策 

・内装全面改修（床、壁、間仕切り等） 

・非常用電源設備の設置 

等 

機能面 教育内容・方法の多様化に伴い、少人数指

導やＩＣＴを活用した教育に適応した整備を

目指すとともに、老朽化したトイレの改修に

よる衛生面の改善や、障害者の利用しやすい

バリアフリー化への対応など、機能的な施設

づくりに配慮します。 

・多様な学習内容・学習形態へ対応し

た教室等整備 

・コンピューター等のハードウェア

整備の更新 

・トイレ改修（洋式化、乾式化） 

・バリアフリー対応（段差の解消） 

・空調換気、給排水管等の更新 

等 

環境面 壁や窓等の断熱化による冷暖房の効率化

や、照明機器等の省エネルギー化による使用

電力量の抑制、二酸化炭素排出量の削減など、

エコ改修の推進により環境面に配慮します。 

・断熱性の向上（壁、開口部） 

・遮音性の向上（壁、開口部） 

・設備の高効率化（LED 化、人感セ

ンサー等） 

・太陽光発電設備など、自然エネルギ

ーの活用 

等 
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8.2.維持管理の項目・手法 

① 日常点検や定期点検の推進 

学校施設は、児童生徒等の学習・生活の場であるとともに、災害時には避難所としての役割

を担っており、日常はもとより災害時においても十分な安全性・機能性を有することが求めら

れます。しかし、経年劣化等により、突然外壁タイルや天井板が落下するなどの事故が発生す

る可能性があり、重大な障害のリスクを事前に低減しておくことが重要です。 

そのため、対症療法的な事後保全を行うだけでなく、劣化の状況を予測し、適切な時期に更

新や修繕を行うなど、障害の発生前に対処して、施設の機能を常に正常な状態に維持していく

「予防保全」を推進する必要があります。 

「予防保全」を的確に推進するためには、重要な部位又は設備について、適切な時期に適切な

点検・診断を行い、発見された不具合については速やかに補修していくことが重要です。その

ためには、日常点検や定期点検による管理を重視し、これらの点検を施設管理の基本サイクル

に入れていく必要があります。 

【点検対象となる建物の部位（例）】 

・屋上・屋根 

・外壁 

・外部建具（窓、扉等） 

・受変電設備 

・非常用発電設備 

・空調設備 

・換気設備 

・消防用設備（自動火災報知設備、屋内消火栓設備、消火器、誘導灯等） 

・給排水衛生設備（屋内給水設備、ポンプ類等） 等 

 

 

② 実施体制 

これまで実施してきた専門業者による定期的な点検や、教職員による日常的な点検を今後も

継続するものとします。 

 

図表 施設・設備点検の実施体制 

点検・調査 調査者 実施時期 実施状況 

日常的な点検 教職員 随時 見回り 

定期点検 

（法定点検） 

専門業者 定められた期間毎 建築基準法第 12 条点検 

消防設備点検 
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③ 日常点検の内容 

学校施設・設備の日常的な変化は、毎日学校にいる教職員の方々が一番良く把握しています。

そのため、教職員の方々の日常的な施設・設備の点検が重要です。 

現在、教職員の方々による点検が行われていますが、点検内容の一層の充実を目指し、文部

科学省が作成した「安全で快適な学校施設を維持するために」に則した点検を行うものとしま

す。 

 

図表 主な日常的な点検内容（例） 

点検設備 症状 危険性 留意点 

天井 

●天井ボードがはずれ、落

ちかけている 

●天井吊りのテレビモニタ

ーがグラつく 

●天井にシミができた 

●剥がれかかった天井ボー

ド等は落下の危険性あり 

●天井のシミは漏水などが

考えられるので、専門家

による調査が必要 

内壁 

●壁モルタルに亀裂が入っ

た 

●ボードが割れた 

●トイレなどでタイルが割

れた、剥がれた 

●モルタル等が欠け落ちて

くる可能性あり 

●木製扉のささくれ、クギ

等の突起物は怪我の原因

となるため、措置が必要 

床 

●シートが剥がれた、摩耗

した 

●タイルが剥がれた、割れ

た 

●階段の滑り止め金具がは

ずれた 

●床の損傷は転倒など、怪

我の原因になる 

●放置すると損傷が広がる

ことがあるため、応急措

置が必要 

●床は濡れたままにすると

剥がれ、割れ等の原因に

なるため、その都度ふき

取ることが大切 

外壁 

●外壁、庇に亀裂が入った 

●外壁のモルタルが落ちて

きた 

●鉄筋が露出している 

●モルタルが落下する危険

性があり、放置すると損

傷の範囲が拡大 

●児童生徒が近づかないよ

うなバリケードを設置す

る等の措置が必要 

●専門家による調査が必要 

屋外遊具

施設等 

●屋外の鉄製の遊具施設に

サビがでている 

●国旗掲揚ポールの固定部

分、根本が腐食している 

●鉄棒等にグラつきがある 

●鉄の腐食は進行が早く、

突然倒壊する可能性あり 

●遊具施設は直接雨風にさ

らされ、乱暴に扱われる

ことがあるため、グラつ

かないか、ボルトが緩ん

でいないか等の点検が必

要 

屋外階段 

●階段手すりがグラつく 

●鉄骨階段にサビが発生し

た 

●手すり踏み板などの痛み

が著しい場合、緊急時に

避難する際、転倒するな

ど支障となる 

●手すりのサビ、グラつき

の点検が必要 

●サビが進行しないうちに

塗装の塗り替えを行うこ

とが必要 

参考：文部科学省「安全で快適な学校施設を維持するために」 
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④ 定期点検の実施 

学校の施設・設備については、建物の劣化・損傷の状況や防火壁が撤去されていないかなど

の基準への適合性、非常警報・屋内消火栓等の消防設備の動作状況など、様々な事項について

関係法令等により定期点検等の実施義務が生じています。本町においても、これまで建築基準

法及び消防法に基づく法定点検を実施しており、今後も継続していくこととします。 

 

図表 法定点検の実施について 

定期点検 制度内容等 

建築基準法 建築基準法に基づく定期点検の制度では、学校設置者の別や学校施設の所在

地を所管する特定行政庁が学校を定期点検の対象に指定しているかどうかに

よって、義務付けられる点検等の有無や内容が区分されています。さらに、文

部科学省では、点検の実施義務がない学校設置者に対しても、定期点検の実施

を要請しています。 

消防法 消防法に基づく定期点検の制度では、全ての学校設置者に対して、消防設備の

種類に応じて 6 ヶ月から 1 年以内毎に点検し、3 年毎に消防長又は消防署長

への報告を行うことが義務付けられています。 

参考：文部科学省「子供たちの安全を守るために」 

 

図表 建築基準法に基づく、学校設置者別の点検内容 

学校設置者  特定行政庁が学校を定期点検の対象に 点検等の内容 点検等の時期 

指定している 指定していない 

都道府県又は建築

主事を置く市町村

が所有・管理する

公立学校 

定期点検の実施義務 建築物の劣化・

損傷の状況の点

検 

3 年以内毎 

・国立学校 

・私立学校 

・上記以外の公立

学校 

定期調査の実施及

び特定行政庁への

報告義務 

義務なし 建築物の劣化・

損傷の状況及び

基準への適合性

等の点検・調査 

3 年以内毎で特

定行政庁が定め

る時期 

参考：文部科学省「子供たちの安全を守るために」 

※特定行政庁：各地域において、建築基準法の事務を司る地方公共団体の長のことをいいますが、慣例的にはその地

方公共団体のことを指します。 

※建築主事：建築基準法に規定する建築確認申請に関する事務を司る者のことで、都道府県及び人口 25 万人以上の

市に置かなければならないとされています。なお、これら以外の市町村においても建築主事を置くことができます。 
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9.長寿命化の実施計画 

9.1.保全優先度の設定 

① 優先順位付けの基本的な考え方 

長寿命化改修及び大規模改修工事は棟単位で行うことを基本とし、優先順位付けの基本的な

考え方については次の点を考慮します。 

▼本計画における劣化状況調査の結果 

▼建築年次 

▼その他、今後の学校整備計画上考慮するべき理由 等 

 

優先順位の設定にあたっては、第 1 段階では前述した「劣化調査結果」と「築年数」より、

４つのステージに分けて、Ⅰ・Ⅱグループにランクされる建物を優先して検討します。 

また、整備計画の作成にあたっては、上記の優先順位設定に続き、劣化状況評価の健全度ポ

イントや、屋根・屋上・外部仕上・内部仕上の劣化状況評価度Ｄ及びＣを対象に、修繕周期な

ども踏まえて検討します。 

 

◆優先度の設定フロー 

対象施設の劣化調査結果及び基本情報より 

 

ステップ１ 
「劣化状況調査の結果（劣化度）」と「築年数」による４つのステージに区分、「Ⅰ

グループ」、「Ⅱグループ」にランクされる建物を優先して検討 

 

ステップ２ 
屋根・屋上・外部仕上・内部仕上の劣化状況評価（Ｃ・Ｄ）評価の部位を対象に、

部位修繕箇所を拾い出して検討 

 

ステップ３ 

建築年次による基準で、改築、長寿命化改修、大規模改修を想定する建物（棟）

を抽出し検討 

通常の建築物としての改築周期  50 年 

長寿命化建築物としての改築周期 80 年 

長寿命化建築物の改修周期    40 年 

大規模改修周期         20 年 

 

実施計画 
◆ステップ１からステップ３の検討結果を踏まえ、今後 10 ヶ年の実施計画（個

別施設整備計画）を作成 
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② 優先順位に向けた考察 

ア．ステップ 1 の考察 

対象施設を「築年数」と「劣化度」で区分した場合、築 40 年以上で劣化度 40 点以上の

「Ⅰグループ」や、築 40 年未満でも劣化度 40 点以上の「Ⅱグループ」については、早期に

大規模な改修等を図る必要があると考えられます。 

「Ⅲグループ」及び「Ⅳグループ」については、「築年数」や施設部位ごとの劣化の進行状

況に着目して、適切な時期に修繕を行っていくものとします。 

 

図表 「築年数」と「劣化度」による整備の優先度 

優先度 区分 築年数 劣化度（100-健全度） 

高い Ⅰグループ 40 年以上 40 点以上 

 Ⅱグループ 40 年未満 40 点以上 

 Ⅲグループ 40 年以上 40 点未満 

低い Ⅳグループ 40 年未満 40 点未満 

 

図表 「劣化度」と「築年数」の散布図 
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図表 優先的整備が必要な対象施設 

※劣化状況評価基準 

劣化状況 

評価基準 

Ａ 概ね良好 

Ｂ 部分的に劣化 

Ｃ 広範囲に劣化 

Ｄ 早急に対応する必要がある 

 

グ
ル
ー
プ 

学校名 建物名 築年数 
劣
化
度 

（1
0
0
-

健
全
度
） 

劣化状況評価結果 

屋根・ 

屋上 

外部 

仕上 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

Ⅰ 

阿見第一小学校 校舎 43 69 C D C C C 

君原小学校 校舎 1 41 69 C D C C C 

阿見中学校 屋内運動場 50 60 C C C C C 

舟島小学校 校舎 1 48 60 C C C C C 

阿見第一小学校 屋内運動場 43 60 C C C C C 

阿見小学校 屋内運動場 41 60 C C C C C 

本郷小学校 校舎 1 44 57 B C C C C 

舟島小学校 屋内運動場 42 44 B C B C C 

Ⅱ 

朝日中学校 校舎 2 39 73 B D D C B 

朝日中学校 校舎 1 39 70 A D D C B 

阿見中学校 柔剣道場 37 54 D C C B B 

竹来中学校 屋内運動場 34 41 D C B B B 

阿見第二小学校 屋内運動場 36 51 C C C B B 

阿見第二小学校 校舎 1 36 45 C C C A A 

阿見第二小学校 校舎 2 36 42 B C C A A 

Ⅲ 

舟島小学校 校舎 2 40 35 B C B B B 

阿見小学校 校舎 1 49 29 B C B A A 

阿見中学校 校舎 1 53 22 A A C A A 

本郷小学校 屋内運動場 40 25 B B B B B 

阿見小学校 校舎 2 44 19 B B B A A 

Ⅳ 

本郷小学校 校舎 3 38 38 C C B B B 

本郷小学校 校舎 2 38 33 A C B B B 

朝日中学校 屋内運動場 39 25 B B B B B 

教育相談センター 施設 23 25 B B B B B 

舟島小学校 校舎 3 22 25 B B B B B 

君原小学校 屋内運動場 38 23 A B B B B 

竹来中学校 校舎 1 34 16 A A B B B 

竹来中学校 校舎 2 34 16 A A B B B 

竹来中学校 校舎 3 22 16 A A B B B 

あさひ小学校 校舎 1 2 2 B A A A A 

本郷小学校 校舎 4 6 0 A A A A A 

あさひ小学校 屋内運動場 2 0 A A A A A 

朝日中学校 校舎 3 1 0 A A A A A 
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イ．ステップ 2 の考察 

劣化調査結果より、今後 10 年以内に改修・修繕を実施すべき部位のある施設は下表のと

おりです。 

○早急に対応する必要がある部位のある施設は 6 棟で、広範囲に劣化が進む部位を併せ持って

います。 

○屋根・屋上及び外部仕上の両方に概ね 10 年内に対応する必要がある部位のある施設は、7 棟

（上記を除く）です。 

○いずれかの部位について、概ね10 年内に対応する必要がある部位のある施設は20 棟です。 

図表 建物情報及び劣化状況評価結果一覧 

部位の劣化評価に 

よる優先箇所の選定 

● 早急に対応する必要がある部位 概ね 5 年内に改修・修繕を検討する対象 

○ 広範囲に劣化が進む部位 概ね 10年内に改修・修繕を検討する対象 

 

学校名 建物名 築年数 屋根・屋上 外部仕上 内部仕上 電気設備 機械設備 
健全度 

（百点満点） 

朝日中学校 校舎 2 39  ● ● 〇  27 

朝日中学校 校舎 1 39  ● ● 〇  30 

阿見第一小学校 校舎 43 〇 ● 〇 〇 〇 31 

君原小学校 校舎 1 41 〇 ● 〇 〇 〇 31 

阿見中学校 屋内運動場 50 〇 〇 〇 〇 〇 40 

舟島小学校 校舎 1 48 〇 〇 〇 〇 〇 40 

阿見第一小学校 屋内運動場 43 〇 〇 〇 〇 〇 40 

阿見小学校 屋内運動場 41 〇 〇 〇 〇 〇 40 

本郷小学校 校舎 1 44  〇 〇 〇 〇 43 

阿見中学校 柔剣道場 37 ● 〇 〇   46 

阿見第二小学校 屋内運動場 36 〇 〇 〇   49 

阿見第二小学校 校舎 1 36 〇 〇 〇   55 

舟島小学校 屋内運動場 42  〇  〇 〇 56 

阿見第二小学校 校舎 2 36  〇 〇   58 

竹来中学校 屋内運動場 34 ● 〇    59 

本郷小学校 校舎 3 38 〇 〇    62 

舟島小学校 校舎 2 40  〇    65 

本郷小学校 校舎 2 38  〇    67 

阿見小学校 校舎 1 49  〇    71 

本郷小学校 屋内運動場 40      75 

朝日中学校 屋内運動場 39      75 

教育相談センター 施設 23      75 

舟島小学校 校舎 3 22      75 

君原小学校 屋内運動場 38      77 

阿見中学校 校舎 1 53   〇   78 

阿見小学校 校舎 2 44      81 

竹来中学校 校舎 1 34      84 

竹来中学校 校舎 2 34      84 

竹来中学校 校舎 3 22      84 

あさひ小学校 校舎 1 2      98 

本郷小学校 校舎 4 6      100 

あさひ小学校 屋内運動場 2      100 

朝日中学校 校舎 3 1      100 
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ウ．ステップ 3 の考察 

建築後年数を基に、改築、長寿命化改修、大規模改修の周期を超える施設は下表のとおり

です。 

 

●：すでに改築、長寿命化改修、大規模改修の周期を超える施設 

○：今後 5年以内に改築、長寿命化改修、大規模改修の周期を超える施設 

△：今後 10 年以内に改築、長寿命化改修、大規模改修の周期を超える施設 

 

学校名 建物名 築年数 改築周期 長寿命化改修周期 大規模改修周期 

阿見中学校 校舎 1 53 ● ●  

阿見中学校 屋内運動場 50 ● ●  

阿見小学校 校舎 1 49 ● ●  

舟島小学校 校舎 1 48 〇 ●  

本郷小学校 校舎 1 44 △ ●  

阿見小学校 校舎 2 44 △ ●  

阿見第一小学校 校舎 43 △ ●  

阿見第一小学校 屋内運動場 43 △ ●  

舟島小学校 屋内運動場 42 △ ●  

君原小学校 校舎 1 41 △ ●  

阿見小学校 屋内運動場 41 △ ●  

舟島小学校 校舎 2 40  〇  

本郷小学校 屋内運動場 40  〇  

朝日中学校 校舎 2 39  〇 ● 

朝日中学校 校舎 1 39  〇 ● 

朝日中学校 屋内運動場 39  〇 ● 

本郷小学校 校舎 3 38  〇 ● 

本郷小学校 校舎 2 38  〇 ● 

君原小学校 屋内運動場 38  〇 ● 

阿見中学校 柔剣道場 37  〇 ● 

阿見第二小学校 屋内運動場 36  〇 ● 

阿見第二小学校 校舎 1 36  〇 ● 

阿見第二小学校 校舎 2 36  〇 ● 

竹来中学校 屋内運動場 34  △ ● 

竹来中学校 校舎 1 34  △ ● 

竹来中学校 校舎 2 34  △ ● 

教育相談センター 施設 23   ● 

舟島小学校 校舎 3 22   ● 

竹来中学校 校舎 3 22   ● 

本郷小学校 校舎 4 6    

あさひ小学校 校舎 1 2    

あさひ小学校 屋内運動場 2    

朝日中学校 校舎 3 1    
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9.2.長寿命化計画の検討 

施設の長寿命化への転換に当たり、建築物の長期使用は、躯体の健全性の確保が前提となるこ

とから、「改築、長寿命化改修、大規模改修」については、ステップ１からステップ３までの検討

結果を基に、部位修繕を含めた、施設整備の方向性を設定します。 

 

① 優先的に改修・修繕を検討する施設・建物 

学校施設の長寿命化は、劣化状況調査から得られた健全度を基に築経過年数や屋上・屋根、

外部仕上及び内部仕上の劣化評価がＤの建物を優先し、グループⅠ及びⅡに分類された建築物

を対象に、改修・修繕を行います。次に、Ｃ評価部位がある建物を優先します。また、長寿命化

改修の周期を超えている建物を対象に検討します。 

 

図表 優先的に改修・修繕を検討する施設・建物一覧 

● 特に優先して検討すべき建物部位  ○ 改修・修繕を検討すべき建物部位 

施
設
名 

建
物
名 

屋
根･

屋
上 

外
部
仕
上 

内
部
仕
上 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

 

グ
ル
ー
プ 

優
先
部
位 

阿見第一小学校 校舎 〇 ● 〇 〇 〇 
 

Ⅰ 
屋根・屋上 
外部仕上 
内部仕上 

君原小学校 校舎 1 〇 ● 〇 〇 〇 
 

Ⅰ 
屋根・屋上 
外部仕上 
内部仕上 

朝日中学校 校舎 2  ● ● 〇  
 

Ⅱ 
外部仕上 
内部仕上 

朝日中学校 校舎 1  ● ● 〇  
 

Ⅱ 
外部仕上 

内部仕上 

阿見中学校 柔剣道場 ● 〇 〇   
 

Ⅱ 
屋根・屋上 
外部仕上 

内部仕上 

竹来中学校 屋内運動場 ● 〇    
 

Ⅱ 
屋根・屋上 
外部仕上 

阿見中学校 屋内運動場 〇 〇 〇 〇 〇 
 

Ⅰ 
屋根・屋上 

外部仕上 
内部仕上 

舟島小学校 校舎 1 〇 〇 〇 〇 〇  Ⅰ 
屋根・屋上 
外部仕上 
内部仕上 

阿見第一小学校 屋内運動場 〇 〇 〇 〇 〇  Ⅰ 
屋根・屋上 
外部仕上 
内部仕上 

阿見小学校 屋内運動場 〇 〇 〇 〇 〇  Ⅰ 
屋根・屋上 
外部仕上 

内部仕上 

本郷小学校 校舎 1  〇 〇 〇 〇  Ⅰ 
外部仕上 
内部仕上 

舟島小学校 屋内運動場  〇  〇 〇  Ⅰ 外部仕上 

阿見第二小学校 屋内運動場 〇 〇 〇    Ⅱ 
屋根・屋上 
外部仕上 

内部仕上 

阿見第二小学校 校舎 1 〇 〇 〇    Ⅱ 

屋根・屋上 
外部仕上 

内部仕上 

緊
急
度 
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施
設
名 

建
物
名 

屋
根･

屋
上 

外
部
仕
上 

内
部
仕
上 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

 

グ
ル
ー
プ 

優
先
部
位 

阿見第二小学校 校舎 2  〇 〇   
 

Ⅱ 
外部仕上 
内部仕上 

舟島小学校 校舎 2  〇    
 

Ⅲ 外部仕上 

阿見小学校 校舎 1   〇     
 

Ⅲ 外部仕上 

阿見中学校 校舎 1   〇   
 

Ⅲ 内部仕上 

本郷小学校 校舎 3 〇 〇     
 

Ⅳ 
屋根・屋上 

外部仕上 

本郷小学校 校舎 2  〇     Ⅳ 外部仕上 

阿見小学校 校舎 2       Ⅲ 

早期に改善が

必要な部位は
ないが、長寿
命化改修周期

に該当 

 

② 施設の改修履歴と現状等を考慮した検討 

前記①で示した施設別の優先順位を下敷きに、次の点を考慮して改修等の実施計画を検討し

ます。 

▼朝日中学校校舎は、町立中学校で唯一外壁・屋上改修を行っていない（阿見中学校は 2019

年度、竹来中学校は 2020 年度に施工済）、学校から特別教室の増設要望がある、荒川本

郷地域の新たな宅地開発等により転入者の増加も見込まれるため、優先して改修等を行う 

▼本郷小学校校舎は、朝日中学校校舎と同様に転入者の増加が見込まれるため、優先的に改

修等を行う 

▼君原小学校は、学校再編計画の統合対象校であり、2026 年度（2020 年度から 6 年後）

以降に小規模特認校を継続することが未確定なため、改修等の時期を遅らせて当面の期間

は部位修繕で対応する 

▼一つの学校で校舎の築年数によって施工期間が分散しないよう、可能な限り一体的に校舎

の改修等を行う 

▼改修後 30 年以上使用しない施設は、長寿命化改修の代わりに大規模改修を行う 

 

  

緊
急
度 
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9.3.改修等の実施計画 

今後 10 年間の実施計画は、下表のとおりとし、今後の町の財政状況を勘案しながら、計画を

進めていきます。 

図表 今後 10 ヶ年の実施計画 

 

  

令和6年 改訂

(百万円)

年度

事業名称 学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

長寿命化改修
朝日中校舎 572.0

阿見第一小校舎

(実施設計)
95.2 阿見第一小校舎 553.6 阿見第一小校舎 398.9

大規模改修 本郷小校舎

(実施設計)
53.8 本郷小校舎 251.7

その他施設整備 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

維持修繕費 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0

光熱水費・委託費 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5

合計 753.6 652.7 451.7

(百万円)

年度 2029 2030 2031

R11 R12 R13

事業名称 学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

長寿命化改修 阿見第二小校舎

(実施設計)
74.7 阿見第二小校舎 433.3 阿見第二小校舎 314.5

阿見中柔剣道場

（実施設計）
7.6 阿見中柔剣道場 76.1

大規模改修
本郷小校舎 286.5

舟島小校舎

(実施設計)
24.3 舟島小校舎 243.1

その他施設整備 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

維持修繕費 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0

光熱水費・委託費 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5

合計 510.8 517.8 633.3 522.1 276.1

R14 R15

2032 2033

R9 R10

2024 2025 2026 2027 2028

295.2772.0

R6 R7 R8
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10.長寿命化計画の継続的な実施体制の検討と確立 

10.1.施設情報の整理 

本計画を進めていくにあたり、適切な見直し、更新が必要であり、学校施設における過去の改

修・修繕履歴や当該施設の実態を把握することが重要になります。 

そのためには、定期点検等において把握した点検・調査結果を基にしながら、施設の状況や過

去の改修履歴、職員からの修繕要望や不具合状況等などを一元管理するデータベースの運用が効

果的です。 

 

10.2.推進体制等の整備 

上記で述べたデータベースを効果的に運用するには、「学校・設置者・専門業者」の協力と連携

体制が重要となります。 

日常的な点検や定期点検により明らかとなる緊急性を要する修繕・改善事項、優先順位の高い

修繕・改善事項などの情報をデータベースに集積し、その情報を庁内関係各課や営繕担当者、各

学校と共有して連携を図るとともに、長寿命化計画に反映させ優先順位を見直すことで、より効

果的な整備メニューの検討や改修計画の見直し等が期待できます。 

 

図表 推進維持体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

維持管理計画 
に基づく改修等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

データベース 
情報収集 

（設置者管理） 

関係各課や 
営繕担当者との 
情報共有連携 

予算措置 

緊急性を要する 
修繕・改善事項 

優先順位の高い 
修繕・改善事項 

優先順位の見直し 

定期点検 
（専門業者） 

日常的な点検 
（教職員） 

日常的な修繕 

緊急性を要する 
修繕・改善事項 

優先順位の高い 
修繕・改善事項 

設置者と教職員の情報共有・連携 
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10.3.フォローアップ 

本計画は 40 年間という長期の計画であり、児童生徒数の推移、財政状況や学校を取り巻く環

境の変化、地域の実情に配慮した適正規模・配置等に対応する必要があるため、5 年間隔を目途

にＰＤＣＡサイクルによるフォローアップを実施することとします。 

 

図表 ＰＤＣＡサイクルの運用による進捗管理のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ 
（計画） 

長寿命化計画・実施計画の策定・ 

見直し 

Dｏ 
（実施） 

・長寿命化計画・実施計画と点検結

果に沿った修繕・改修等の実施 

・日常的な維持管理の実施 

Cｈｅｃｋ 
（評価） 

実施の効果を検証し改善点など課題

を抽出 

Ａｃｔｉｏｎ 
（改善） 

建物状態、利用状況、財務状態等か

ら改善を実施 

5 年間隔の 
見直しサイクル 


